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本件について、債権者の方々は、金川貴弘氏の陳述書（3）（帝甲91。以下、  

「金川陳述寄Jといいます）を取拠に、「デイフェンシン耐性菌が出現し、流出す  

る可能性がある」などと主張されていますが、金川陳述者が科学的根拠を欠くもの  

であることを、科学者としての立番から整理して申し述べたいと思います。   

第1「白魚界でのディアニンシン耐性菌出現が報告された」とのご主張につい  

て  

1金川氏は、金川陳述育「2（1）一般論としての植物ディフェンシン耐性菌  

が出現する可能性がある」において、自然界での耐性菌虻現を報告した二つ  

の論文の存在（疎甲83「同82）を指摘するとともに、この論文の存在を  

もとに川田元故氏その帝作にかかる論文（疎甲23）において原論文を統み  

阻違えたなどとまで諭薄されています。   
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． 

うかを確認するた桝こ行われたものではありません。加えて、実験環境につ  

いても、単に突然変異誘発剤を使用していないだけであって、耐性菌の生育  

を可能にさせるため、他の生物和琴の環境影響の存在しない、およそ自然界  

とはかけ離れた、特殊な、人工的環境の下で実験を行ったものです。   

3 また、金川氏が引用する疎甲82の論文も、同様に、突然変異誘発剤を用い   

も少  






